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   化学物質政策の移転と変容： 

政策ネットワークの視点から見た EU・ドイツ・日本 
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2007年6月にEUで施行された化学物質の登録・評価・認可および制限に関するREACH

規則は、化学物質政策に「パラダイム変化」をもたらしたといわれる。欧州委員会は2001

年の白書でREACH規則を提案し、そこではEUがグローバルなレベルでも化学物質の安全

な利用に貢献するとした。翌年、開かれた「持続可能な開発に関する世界首脳会議」では、

2020年までに化学物質による人の健康や環境への著しい悪影響を最小化するという目標が

EUのイニシアティブによって採択文書に取り入れられ、日本で2009年に行われた化審法改

正では、この目標の達成が第1の目的に掲げられた。この過程は、EUから日本への「政策

移転」（policy transfer）として捉えられるが、REACH規則と2009年改正化審法の内容は、

主な点において異なるものとなった。本研究は、両者に生じた相違の要因を検討するため、

欧州と日本における化学物質政策の形成過程を分析する。 

EU研究では特に1990年代以降、EUがマルチレベルのガバナンス・システムとして捉え

られ、従来の国際関係論による分析に加え、比較政治のアプローチが広く適用されてきた。

その一方で、国家や他の国際機関とは異なり、「特異」（sui generis）な機関ともいわれる

EUの政策形成過程と、これとは大きく異なる日本の政策形成過程との直接的な比較は、困

難であると考えられる。このため本研究では、化学物質政策に関して日本と類似した点が

多いEU加盟国のドイツを分析対象に加え、欧州の化学物質政策の形成過程を多層的に捉え

て比較を行う。また分析に際しては、ドロウィッツ（Dolowitz P. Dolowitz）らによる政策

移転の分析枠組みに指摘されてきた、政策変化を説明するモデルの欠如を補うため、ロー

ズ（R. A. W. Rhodes）とマーシュ（David Marsh）によって提唱された「政策ネットワー
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ク」（policy network）の連続体とメゾ・コーポラティズムの視座を取り入れた。 

欧州の化学物質政策では、まず 1970年代後半の危険物質指令第 6次改正指令とドイツの

化学物質法制定時の政策ネットワークを考察した上で、1990年代末に始まった REACH規

則の形成過程について検討した。その政策形成過程を EU レベルと加盟国ドイツのレベル

の双方から捉え、長期的な視点で考察することにより、メゾ・レベルの公私の関係である

政策ネットワークの変化が観察された。この変化は、ローズとマーシュによる連続体に従

えば、参加者が限られた閉鎖的な形態である「政策共同体」（policy community）から、多

様な利益を代表する幅広い参加者がおり、開かれた状態の「イシュー・ネットワーク」（issue 

network）への移行であった。 

政策共同体はメゾ・コーポラティズムと類似したもので、その政策形成は行政機関と限

られた数の優遇された団体の代表者らによって行われる。参加する利益団体の代表者らは

政策への選好を共有し、形成された政策の実施段階で団体のメンバーによるサポートを提

供できる立場にある。このような政策形成が生じるのは、行政機関がそれらの利益団体の

協力を得ることなく政策を形成し、実施に移すための十分な知識や力を持たないためであ

る。一方、実施を担う利益団体が中心となるため、実施段階での困難が予測される政策は

採用されにくい。イシュー・ネットワークによる政策形成では対照的に、望ましい政策結

果に関して対立する選好を持つ、多様な行動主体が参加する。形成された政策への「確実

な実施」を提供できる立場にはない行動主体が、政策形成の早い段階から参加するため、

実施を担う利益団体によって「実施が困難」と見なされる政策も採用されやすくなる。 

1970 年代半ばに始まった EU の危険物質指令第 6 次改正とドイツの化学物質法制定は、

欧州の化学工業にとって重要な貿易相手国であった米国における TSCA 制定の動きと、そ

れに続くフランスによる立法の表明をきっかけになされた。当時の欧州の化学物質政策で

は、加盟国政府と業界団体のコンセンサスに基づく政策形成が基盤となっており、その政

策ネットワークの形態は業界団体と加盟国政府を中心とする政策共同体であった。そして

当時の欧州の化学物質規制の内容は、米国や日本、スウェーデンなどと比べて、厳しいと

いわれるものではなかった。また危険物質指令第 6 次改正指令やドイツの化学物質法は、

施行前から存在していた膨大な数に上る既存化学物質には適用されなかったため、ドイツ

では 1980年代、これに対処する取り組みが進められた。これらは先駆的な取り組みであっ

たが、政府と業界団体の協力や業界の自主的取り組みを重視したもので、国による規制の

強化は回避される傾向が続いた。 

一方、欧州における化学物質政策の決定は、1990 年代までに大部分が加盟国レベルから

EU レベルへ移行したといわれる。1987 年に発効した単一欧州議定書によって、従来は加

盟国の全会一致が必要とされていた環境法に関連する理事会の採決に、特定多数決が導入

された。また単一欧州議定書と 1993年発効のマーストリヒト条約によって、従来は諮問機

関の地位にとどまっていた欧州議会の立法における権限が強化された。さらに環境保全へ

の関心の高まりと共に、環境保護団体は EUレベルで利益団体としての地位を確立した。 
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EUの化学物質政策形成で、業界団体や強力な化学工業を持つ加盟国が影響力を持ち続け

たことは、その後も変わりなかった。しかしながら、それらの利益が支配的であった従来

の状況は変化し、異なる選好を持つ多様な行動主体が政策結果への影響を求めて競い合う

新たな政策ネットワークが出現した。1995 年にはさらに、国際的な化学物質政策の推進に

積極的なスウェーデンが EU 加盟国になり、REACH 規則の発議や形成で重要な役割を果

たした。 

REACH規則の形成における政策ネットワークは、政策結果への異なる選好を持つ多数の

行動主体によって政策が形成されるイシュー・ネットワークであった。REACH規則の内容

に関しては、特に既存化学物質のリスク評価で、リスクに応じた優先順位を付けるという

考え方が十分取り入れられていないことが、業界団体によって批判された。このようなシ

ステムは産業界に莫大なコストをもたらすと懸念された。REACH規則はさらに、従来は公

的機関にあった既存化学物質に関する情報の生成や収集、評価に関する責任を、化学物質

を製造・輸入する企業に転換し、公的主体と私的主体の役割を大きく変化させた。イシュ

ー・ネットワークによって形成された REACH 規則はまた、業界団体との協力を重視した

化学物質政策の形成を伝統とするドイツにとって、受け入れ難いものであった。 

一方、日本の政策ネットワークに関しては、1973 年の制定時から化審法を所管してきた

経済産業省（旧通商産業省）の政策形成について、従来の研究で度々、経済界との緊密な

政策ネットワークの存在が指摘されてきた。日本では 1950年代以降、公害が深刻化し、1960

年代末から 70年代初めには、市民運動の拡大や相次ぐ公害訴訟、メディアの報道によって、

経済成長優先の政治と閉鎖的な立法過程が「一時的」に破壊されたといわれる。その結果、

1973 年には未然防止の観点から化学物質に対する上市前の安全性審査を取り入れ、有害化

学物質の製造規制などを規定した世界初の化学物質規制法といわれる化審法も制定された。

しかしながら、これらは日本の化学物質政策や環境政策における政策ネットワークを開放

的に変化させた訳ではなく、その後の化学物質政策は、経済界との緊密なネットワークが

指摘される経済産業省の主導で進められてきた。 

化審法に基づく化学物質の安全性評価は、欧州と同様に、その施行前から流通していた

膨大な既存化学物質には適用されず、既存化学物質の安全性確認は進まない状況が続いた。

この問題への対処では、政府と業界の協力や自主的取り組みが重視され、国による規制の

強化は回避される傾向が続いた。しかしながら、2008年には政府によって、WSSD目標や

欧州におけるREACH規則施行のような「国際的な環境の変化への対応」を目的に「化審法

見直し合同委員会」が設置された。産業界の代表に比べ市民の代表が少ないと指摘された

この委員会では、政府の担当者によって提示された既存化学物質問題への対処を柱とする

報告書案が、大きな修正はなく採用された。そこではREACH規則とは異なり、既存化学物

質について事業者が製造・輸入量等を定期的に届け出て、国がスクリーニング評価を行っ

た上で優先評価化学物質を指定し、リスク評価を行うという新たな仕組みが提案された。

この提案に対し、産業界の代表者らは肯定的な見解を示し、この内容に沿って作成された
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法案は国会において全会一致で原案通り可決された。このような2009年化審法改正に見ら

れる政策ネットワークの形態は、実施を担う業界団体を中心とし、参加者が限られた政策

共同体であった。この政策共同体ではREACH規則のシステムは、産業界に莫大な費用をも

たらすものとして否定的に受け止められ、採用されることはなかった。 

政策共同体による政策形成では、より確実に政策が実施されるが、政策形成で優遇され

る一部の団体を除く、他の団体の利益や環境保全のような社会の幅広い利益が犠牲となる

可能性が存在する。一方、「サクセス・ストーリー」ともいわれるEUの環境政策には、加

盟国における「実施の欠如」という深刻な問題も存在する。グローバルな化学物質政策に

おけるEUの「貢献」はREACH規則の実施段階において、より明確になると考えられる。 


